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中
世
芸
能
「
狂
言
」

Ⅰ
．
は
じ
め
に

狂
言
は
台
詞
を
中
心
と
す
る
滑
稽
な
演
劇
で
あ
る
。
能
と
違
い
仮
面
を
必
要
と

せ
ず
、
登
場
人
物
も
少
な
く
、
短
時
間
で
上
演
さ
れ
る
。
南
北
朝
時
代
に
は
、
能

の
世
界
に
お
い
て
「
ヲ
カ
シ
」
と
呼
ば
れ
た
短
劇
を
、「
ヲ
カ
シ
」
専
門
の
役
者
が

能
の
合
間
に
演
じ
て
い
た
。
狂
言
は
猿
楽
の
滑
稽
な
芸
が
分
立
し
て
、
能
の
場
と

曲
の
合
間
を
つ
な
ぐ
芸
能
と
し
て
成
立
し
た
。「
狂
言
」
と
は
、
言
葉
・
常
識
を
外

れ
た
大
き
な
「
言
」
と
い
う
意
味
の
漢
語
と
し
て
、「
ヲ
カ
シ
」
の
中
で
言
葉
の

面
白
さ
に
発
し
呼
称
と
な
っ
た
。
そ
の
狂
言
は
即
興
的
な
部
分
を
持
っ
て
お
り
、

可
笑
し
さ
だ
け
で
な
く
、
人
を
怒
ら
せ
る
部
分
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
最
初
は

様
々
な
品
物
の
取
り
違
え
か
ら
始
ま
り
、
徐
々
に
品
物
か
ら
人
間
の
取
り
違
え
と

い
う
ユ
ー
モ
ア
を
用
い
た
内
容
に
変
化
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
さ
れ
た
曲
の
中

に
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
存
続
で
き
ず
消
滅
し
て
い
っ
た
二
二
編
が
あ
る
。
ま
た

最
初
に
演
じ
ら
れ
た
曲
名
が
当
時
の
時
代
性
に
あ
わ
ず
、
内
容
そ
の
も
の
は
変
え

ず
に
曲
名
の
変
更
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
物
も
あ
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
に
収
録
さ
れ
た
「
さ
ひ
人
」
も
そ
の
題
名
が
当
時
の
時
代
性

に
あ
わ
ず
「
八
尾
」
に
改
名
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
異
に
し
残

存
し
て
い
る
。
今
回
こ
の
「
さ
ひ
人
」
を
取
り
あ
げ
テ
キ
ス
ト
の
相
違
を
考
察
す

る
。

Ⅱ
．
狂
言
の
歴
史

一
．
狂
言
の
形
成

「
狂
言
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
記
録
さ
れ
た
の
は
室
町
時
代
で
あ
る
。「
演

出
」
の
初
出
と
し
て
は
一
四
二
四
年
の
『
（
註
一
）看み
ぶ
ん聞

日に
っ
き記

』
に
、
伏
見
の
御
香
宮
の
祭

礼
に
際
し
「
公
家
人
疲
労
ノ
事
」
を
「
種
々
狂
言
」
で
演
じ
た
と
の
記
載
が
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
内
容
に
は
公
家
の
窮
乏
を
演
じ
た
こ
と
へ
の
憤
り
が
つ
づ
ら
れ
て

い
る
。
当
時
、
類
例
と
し
て
上
演
さ
れ
た
の
が
延
暦
寺
で
「
猿
の
事
」、
仁
和
寺

で
「
聖
道
法
師
比
興
之
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
猿
」
と
は
日
吉

山
王
の
神
使
を
指
し
、「
比
興
」
は
あ
さ
ま
し
い
の
意
を
持
つ
。
狂
言
は
定
ま
っ
た

中
世
芸
能
「
狂
言
」
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脚
本
が
無
く
、
役
者
同
士
の
簡
単
な
申
合
せ
で
、
台
詞
を
は
じ
め
場
の
思
い
つ
き

で
演
じ
ら
れ
て
い
る
間
に
劇
内
容
の
定
着
を
見
た
と
言
え
る
。
後
世
に
伝
え
る
べ

く
工
夫
が
曲
の
存
続
を
成
し
、
そ
の
間
に
内
容
が
変
貌
し
、
室
町
末
期
頃
ま
で
に

現
存
形
が
成
立
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
も
の
が
一
〇
三
曲
を

収
め
る
『
天
正
狂
言
本
』
で
あ
る
。

こ
の
『
天
正
狂
言
本
』
は
、
稽
古
を
必
要
と
し
た
も
の
、
歌
謡
や
語
り
の
詞
章

の
記
憶
を
必
要
と
し
た
も
の
が
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
役
者
の
台
本
の
役
割

を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
狂
言
は
、
中
央
部
分
だ
け
の
芸
能
で
は
な
く
、
地
名

や
方
言
を
用
い
た
上
演
が
あ
り
、
地
方
の
村
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
狂
言
が
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
家
元
制
度
を
確
立

さ
せ
大
蔵
流
・
和
泉
流
・
鷺
流
の
三
流
派
を
成
す
こ
と
に
な
る
。

室
町
時
代
末
期
大
和
猿
楽
の
金
春
座
か
ら
枝
分
し
た
と
さ
れ
る
大
蔵
流
は
大
蔵

虎
明
執
の
『
大
（
註
二
）蔵

虎
明
本
』
一
六
〇
曲
、
江
戸
時
代
初
期
京
都
を
中
心
と
し
た
和

泉
流
は
山
脇
和
泉
守
元
宜
と
養
子
の
元
永
執
の
天
理
本
『
狂
（
註
三
）言

六
義
』
二
二
〇
曲

余
演
幕
、
徳
川
家
康
命
を
拝
し
観
世
座
の
狂
言
方
と
な
っ
た
鷺
仁
右
衛
門
宗
玄
執

の
『
享
（
註
四
）保

保
教
本
』
当
初
一
二
〇
曲
と
し
た
も
の
が
三
主
流
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。

そ
の
他
に
も
、
一
一
六
〇
（
万
治
三
）
年
か
ら
一
七
三
〇
（
享
保
一
五
）
年
の
間

に
『
狂
言
記
』『
狂
言
記
外
五
十
番
』『
続
狂
言
記
』『
狂
言
記
拾
遺
』
が
発
行
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
後
、
維
新
に
よ
っ
て
幕
府
の
崩
壊
や
廃
藩
の
た
め
に
狂
言
界
で
も
家
元
制

度
が
崩
壊
す
る
が
、
大
蔵
流
は
山
本
東
次
郎
家
、
茂
山
千
五
郎
家
、
泉
流
で
は
野

村
又
三
郎
、
野
村
万
蔵
家
に
よ
っ
て
昭
和
前
期
に
家
元
再
興
と
な
る
。
そ
れ
に
伴

い
、
大
蔵
流
は
一
八
〇
曲
、
和
泉
流
で
は
現
行
曲
二
五
四
曲
、
現
総
数
と
し
て
二

六
〇
曲
余
が
所
演
曲
と
な
っ
て
い
る
。
大
蔵
流
と
和
泉
流
は
存
続
を
果
た
す
が
、

鷺
流
だ
け
は
流
儀
そ
の
も
の
が
大
正
時
代
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
北
川
忠
彦
氏
は
「
大
（
註
五
）蔵
流
が
式
学

的
傾
向
」
で
あ
り
「
和
（
註
五
）泉
流
は
近
世
に
は
い
っ
て
体
制
化
し
た
も
の
で
い
さ
さ
か

町
風
的
傾
向
」
で
あ
り
、「
鷺
（
註
五
）流

は
中
世
狂
言
の
素
朴
な
姿
を
洗
練
さ
れ
な
い
ま
ま

に
残
し
て
い
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
が
狂
言
の
最
初
の
筋
書
き
台
本
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後

『
大
蔵
虎
明
本
』
が
最
初
の
狂
言
台
本
と
言
わ
れ
て
い
る
。
近
世
と
言
う
時
代
の

大
蔵
流
は
金
春
、
金
剛
、
宝
生
の
三
座
に
、
鷺
流
は
観
世
座
に
、
和
泉
流
は
尾
州

藩
・
禁
裏
御
用
の
流
儀
と
し
て
そ
の
存
在
を
誇
っ
た
。
し
か
し
、
鷺
流
は
中
央
か

ら
姿
を
消
し
、
地
方
の
主
と
し
て
残
存
す
る
形
を
取
り
、
地
方
の
代
表
名
と
な
っ

た
。
地
方
に
残
る
狂
言
曲
は
、
芸
能
自
体
が
信
仰
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
特
色
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
雷
」「
鐘
引
き
」「
田
植
踊
り
」
な
ど
に
現

れ
て
い
る
。

二
．
狂
言
作
品
の
分
類

橋
本
朝
生
氏
は
『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
の
中
で
、
狂
言
の
種
類
を
一
一

に
分
け
作
品
と
内
容
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
種
別
を
あ
げ
る
と
、
①
福
神
狂
言
②

百
姓
狂
言
③
主
従
狂
言
④
聟
狂
言
⑤
女
狂
言
⑥
鬼
狂
言
⑦
山
伏
狂
言
⑧
出
家
狂
言

⑨
座
頭
狂
言
⑩
舞
狂
言
⑪
雑
狂
言
と
分
類
を
し
て
い
る
。
そ
の
種
別
の
中
で
も
さ

ら
に
分
類
さ
れ
て
い
る
演
目
が
あ
る
。
③
主
従
狂
言
は
果
報
者
物
、
大
名
物
、
太

郎
冠
者
物
、
④
聟
狂
言
は
聟
入
り
物
、
聟
取
り
物
、
⑤
女
狂
言
は
夫
婦
物
、
嫁
取

り
物
、
⑥
鬼
狂
言
は
閻
魔
物
、
蓬
莱
の
鬼
物
、
雷
物
、
⑧
出
家
狂
言
は
僧
侶
物
、



─ 3 ─

中
世
芸
能
「
狂
言
」

新し
ん

発ぼ

意ち

物
、
そ
の
他
（
悪
太
郎
、
仏
師
）、
⑪
雑
狂
言
は
商
人
物
、
盗
人
物
、
山

立
物
、
す
っ
ぱ
物
、
祖お
お
じ父

老
尼
物
、
動
物
物
、
そ
の
他
（
鶯
）
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。「
さ
ひ
人
」
は
⑥
番
目
の
鬼
狂
言
に
属
す
る
。
こ
の
鬼
狂
言
は
、
鬼
を
シ
テ
と

す
る
狂
言
で
、
鬼
の
種
類
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
閻
魔
も
の
」「
蓬
莱
の
鬼
物
」「
雷

物
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、「
さ
ひ
人
」
は
閻
魔
物
に
属
す
る
。

狂
言
の
演
じ
方
と
言
っ
て
も
、
中
世
末
期
に
書
き
留
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
天

正
狂
言
本
』
は
、
曲
の
正
確
な
台
本
で
は
な
く
簡
単
な
筋
書
き
本
と
も
言
え
る
記

載
方
法
で
あ
っ
た
。『
天
正
狂
言
本
』
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
当
時
の
狂
言
の
傾
向

を
ほ
ぼ
正
確
に
表
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
世
俗
的
で
、
単
な
る
喜
劇
や
笑
劇
と

は
違
う
世
俗
劇
と
し
て
存
在
し
た
と
言
え
る
。

Ⅲ
．「
さ
ひ
人
」
テ
キ
ス
ト
本
の
比
較

『
天
正
狂
言
本
』
に
収
集
さ
れ
て
い
る
曲
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
場
面
と
し
て

い
る
中
で
、「
さ
ひ
人
」
は
出
来
事
を
語
る
と
い
う
数
少
な
い
曲
の
一
つ
に
入
る
。

底
本
を
大
蔵
流
『
大
蔵
虎
明
本
』（
明
）「
や
を
」
と
し
、
対
校
本
は
大
蔵
流
『
大

蔵
虎
寛
本
』（
寛
）、
大
蔵
流
『
狂
言
全
集
』（
全
）、
和
泉
流
『
和
泉
流
狂
言
大
成
』

（
大
）、
天
理
本
『
狂
言
六
義
』（
六
上
）、『
狂
言
六
義
全
注
』（
六
）、
鷺
流
『
謡
曲

文
庫
』（
謡
）、『
山
口
に
残
存
す
る
鷺
流
狂
言
』」（
残
）、『
佐
渡
鷺
流
狂
言
』（
渡
）、

山
本
東
本
『
日
本
古
典
大
系
狂
言
集
』 （
東
）、『
能
間
狂
言
全
書
』
伊
藤
喜
一
郎
編

（
伊
）、『
狂
言
三
百
集
下
』（
三
）、
三
河
本
『
越
佐
地
方
の
鷺
流
狂
言
』（
越
）
と

す
る
。『
大
蔵
虎
明
本
』
は
天
正
六
年
七
月
吉
日
と
奥
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
謡

本
も
比
較
対
象
に
加
え
た
。
ま
た
、
天
理
本
『
狂
言
六
義
』（
六
上
）
と
『
狂
言
六

義
全
注
』（
六
）
の
テ
キ
ス
ト
に
は
抜
書
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
こ
の
抜

書
の
部
分
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
、『
天
正
狂
言
本
』「
さ
ひ
人
」
の
翻
刻
と
校
訂
本
文
を
表
記
し
、
テ
キ
ス

ト
本
の
異
文
を
占
め
し
、
表
現
の
違
い
が
解
釈
の
違
い
と
な
り
、
人
々
の
笑
い
へ

と
つ
な
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
興
味
深
い
文
言
を
見
て
い
き
た
い
。

『
天
正
狂
言
本
』「
さ
ひ
人
」
の
翻
刻
と
校
訂
本
文
は
次
頁
上
段
に
載
せ
た
。

『
新
版
能
狂
言
事
典
』
の
現
行
〈
八
尾
〉
の
概
要
は
、「
河
内
の
国
に
八
尾
の
里

の
男
（
罪
人
）
が
死
ん
で
冥
途
へ
旅
立
ち
、
途
中
六
道
の
辻
で
休
む
。
閻
魔
大
王

が
現
れ
、
こ
の
ご
ろ
の
人
間
は
み
な
仏
教
の
信
者
に
な
っ
て
極
楽
へ
行
く
の
で
地

獄
は
飢
饉
だ
、
亡
者
を
地
獄
に
責
め
落
と
す
た
め
こ
こ
へ
来
た
と
い
う
。
さ
っ
そ

く
八
尾
の
男
を
責
め
る
と
、
男
は
八
尾
の
地
蔵
か
ら
の
手
紙
を
さ
し
出
す
。
八
尾

の
地
蔵
と
閻
魔
は
昔
か
ら
の
知
合
い
（
衆
道
の
間
柄
）
な
の
で
、
こ
の
亡
者
を
浄

土
へ
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
地
蔵
か
ら
閻
魔
へ
の
依
頼
状
で
あ
る
。
頼
み
が
聞
か

れ
ぬ
と
き
は
地
獄
の
釜
を
蹴
割
る
、
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
亡
者
は
急
に
気
が
強

く
な
り
、
閻
魔
も
仕
方
な
く
亡
者
を
浄
土
へ
送
り
届
け
、
自
身
は
地
獄
へ
帰
る
。

（
大
蔵
・
和
泉
）
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
表
現
が
異
な
る
。」

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

流
派
は
大
蔵
流
、
和
泉
流
、
鷺
流
の
三
流
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
鷺
流
は
明
治

初
年
十
九
代
を
最
後
に
滅
び
て
い
る
。『
天
正
狂
言
本
』
の
「
さ
ひ
人
」
が
「
八

尾
」
と
な
っ
て
残
名
し
た
テ
キ
ス
ト
を
あ
げ
る
と
、
大
蔵
虎
明
に
よ
る
『
大
蔵
虎

明
本
』、
大
蔵
虎
寛
に
よ
る
『
大
蔵
虎
寛
本
』、
大
蔵
流
『
狂
言
全
集
』、
山
本
東

本
『
狂
言
集
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
大
蔵
虎
寛
本
』
は
『
大
蔵
虎
明
本
』
に
比
べ
て

か
な
り
の
異
同
が
あ
る
が
、
現
行
の
狂
言
台
本
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
和
泉
流
は

『
和
泉
流
狂
言
大
成
』、『
狂
言
三
百
集
下
』、
鷺
流
は
『
謡
曲
文
庫
』、『
山
口
に
残
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存
す
る
鷺
流
狂
言
』、『
佐
渡
鷺
流
狂
言
』、
三
河
本
『
越
佐
地
方
の
鷺
流
狂
言
』、

天
理
本
で
は
『
狂
言
六
義
』、『
狂
言
六
義
全
注
』
に
収
録
さ
れ
、
能
の
合
間
の
演

出
用
と
し
て
伊
藤
喜
一
郎
編
の
『
能
間
狂
言
全
書
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

全
て
の
違
い
を
表
に
す
る
に
は
量
が
多
い
た
め
、
興
味
深
い
文
を
表
内
に
表
記

し
、
そ
の
他
の
興
味
深
い
文
は
解
説
を
伴
っ
た
。

『
天
正
狂
言
本
』
は
「
ゑ
ん
ま
王
出
て
人
か
な

0

0

出
て
く
わ
ん
」
と
閻
魔
王
の
登
場

で
始
ま
る
。「
か0

な0

」
は
中
世
か
ら
近
世
の
用
法
で
「
漠
然
と
指
し
示
す
」
の
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
終
助
詞
「
が
」
に
詠
嘆
の
終
助
詞
「
な
」
が
つ
い
て
、「
人
が

い
て
ほ
し
い
な
あ
」
と
い
う
よ
う
に
願
望
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
以
下
の

テ
キ
ス
ト
本
で
は
「
罪
を
作
ら
ぬ
罪
人
」
と
ま
ず
罪
人
そ
の
も
の
を
表
記
し
て
い

さ
ひ
人

ゑ
ん
ま
王
出
て
人
か
な
出
て
く
わ
ん　

と
ゆ
ふ　

さ
い
人
出
て　

き
よ
ち
や
う

以
た
る
さ
ひ
人
を

く
お
か
し
と

人
や
お
も
ふ
ら
ん　

せ
れ
ふ　

文
を

ひ
ら
き
て
見
る　

そ
も

く
な
ん
せ
ん

ふ
州
川
内
の
國
や
を
の
ち
さ
う

の
た
め
に
は
一
し
の
段
な
其
名

を
又
ふ
ら
ふ
と
申
せ
し
人
の
た
め
に

は
此
さ
ひ
人
は
こ
せ
う
と
な
り

し
か
る
へ
く
は
此
の
さ
い
人
を
九
本

の
ち
や
う
と
へ
お
く
り
と
ヽ
け
よ

も
し
さ
な
き
物
な
ら
は
地
國

の
か
ま
を
み
な
い
ち

く
に
け
わ

る
へ
し
け
ん
か
ふ
ツ
た
る
さ
い
人

か
な
此
上
は
ち
か
ら
な
し
さ
い
人
か

手
を
引
て
九
本
の
ち
や
う
と
へ

お
く
り
と
つ
く
る
あ
ら
名
こ
り
を

し
の
ゑ
ん
ま
王
あ
ら
な
こ
り
を
し
の

さ
い
人
や
と
て
ゑ
ん
ま
は
ち
國
に

帰
り
け
る

【
翻
刻
】

一
、
罪
人
の
登
場

文　
　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

地
獄
へ
落
ち
る
罪
人
を
、

く
、

誰
か
は
寄
っ
て
せ
か
う

○
○
○
○
○

罪
を
作
ら
ぬ
罪
人
を
、

く
、
誰

か
は
寄
っ
て
せ
か
う

○

○
○
○
○
○
○
○

是
は
河
内
の
国
八
尾
の
里
の
者
で

御
座
る

○
○
○
○
○

○
○
○

○

こ
れ
は
河
内
の
国
八
尾
の
在
所
に

住
ま
い
す
る
者

○

○

○

我
思
わ
ず
も
無
常
（
情
）
の
風
に

誘
わ
れ
て
、
只
今
冥
途
へ

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

娑
婆
の
縁
尽
き　

浄
土
の
風
に
誘

わ
れ
て
、
只
今
冥
途
へ

○

○

地
蔵
よ
り
文
を
持
っ
て
参
る

○

○
○
○
○

○
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狂
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る
が
、
和
泉
流
『
和
泉
流
狂
言
大
成
』（
大
）
は
、
次
第
「
地
獄
の
主
、
閻
魔
王
。

く
。
囉
齋
に
い
ざ
出
う
よ
」
と
始
ま
り
、『
天
正
狂
言
本
』
と
も
他
の
テ
キ
ス
ト

本
と
も
明
ら
か
に
違
う
。

罪
人
は
「
地
獄
へ
落
ち
る
罪
人
」
と
「
罪
を
作
ら
ぬ
罪
人
」
が
い
る
。
前
者
は

「
現
世
で
悪
業
を
重
ね
た
者
が
死
後
そ
の
報
い
に
よ
っ
て
、
落
ち
て
、
責
め
苦
を
受

け
る
」（『
日
本
国
語
大
事
典
』）
場
所
に
落
ち
て
い
く
罪
人
と
し
、
大
蔵
流
（
明
）

（
寛
）（
全
）、
山
本
東
本
（
東
）、
と
能
間
狂
言
（
伊
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
後
者

は
「
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
」
罪
人
で
あ
る
。
こ
の
「
ぬ
」
は
、
完
了
の
「
～
し

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
な
る
。
こ
の
表
現
は
和
泉
流
（
大
）、
狂
言
三
百
集

（
三
）
と
地
方
の
鷺
流
狂
言
（
謡
）（
残
）（
渡
）（
越
）、
天
理
本
（
六
）（
六
上
）

に
あ
た
る
。

罪
人
の
居
場
所
に
は
「
里
」
と
「
在
所
」
の
二
通
り
あ
る
。「
里
」
と
は
、「
人

家
の
集
ま
っ
て
い
る
所
。
人
の
住
ま
な
い
山
間
に
対
し
て
人
の
住
ん
で
い
る
所
。」

（『
日
本
国
語
大
事
典
』）、「
在
所
」
は
「
住
ん
で
い
る
所
。
居
る
場
所
。
す
み
か
。

あ
り
か
。」（『
日
本
国
語
大
事
典
』）
で
あ
り
、「
里
」
の
表
現
よ
り
も
「
在
所
」
の

方
が
よ
り
狭
い
空
間
を
表
し
て
い
る
。『
天
正
狂
言
本
』
に
は
そ
の
表
記
は
な
い
。

「
里
」
の
表
現
は
大
蔵
流
、
鷺
流
の
一
部
を
除
い
た
テ
キ
ス
ト
に
表
記
さ
れ
て
お

り
、「
在
所
」
は
和
泉
流
の
（
三
）
と
天
理
本
（
六
）（
六
上
）
だ
け
で
あ
る
。『
天

正
狂
言
本
』
と
同
様
、
和
泉
流
（
大
）
に
は
そ
の
表
現
は
な
い
。
そ
の
罪
人
は
「
無

常
（
情
）
の
風
に
誘
わ
れ
て
、
只
今
冥
途
へ
趣
候
」
と
「
浄
土
の
風
に
誘
わ
れ
て
、

只
今
冥
途
へ
趣
候
」
と
ど
ち
ら
も
冥
途
へ
行
く
の
だ
が
、「
浄
土
の
風
」
に
誘
わ
れ

た
と
い
う
表
現
は
天
理
本
（
六
）（
六
上
）
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
は
「
無
常
の
風
」

に
誘
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
風
に
誘
わ
れ
る
前
提
意
志
と
し
て
「
我
思
は
ず
無
常

の
風
」
に
誘
わ
れ
た
の
は
（
寛
）（
全
）（
東
）（
伊
）（
残
）（
渡
）
で
、「
娑
婆
の

縁
が
尽
き
て
浄
土
の
風
」
に
誘
わ
れ
た
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
天
理
本
（
六
）

（
六
上
）
だ
け
だ
。『
天
正
狂
言
本
』
に
は
ど
ち
ら
の
表
記
も
な
い
。
風
に
誘
わ
れ

る
前
提
意
志
の
記
載
が
な
い
も
の
は
大
蔵
流
（
明
）、 

鷺
流
（
謡
）（
越
）、
和
泉
流

（
大
）（
三
）
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、［
無
常
の
風
］
は
［
嵐
］

を
表
し
て
お
り
、「
風
が
花
を
散
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
、
人
の
命
を
奪
う
こ
の
世
の
無

常
を
風
に
た
と
え
て
い
っ
た
も
の
。」
で
「
無
常
の
理
に
よ
っ
て
命
を
失
う
」
こ
と

を
言
う
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
［
浄
土
］
の
説
明
は
あ
る
が
［
浄
土
の
風
］

の
記
載
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
罪
人
が
死
を
も
っ
て
「
生
死
、
寒
暑
、
憂
悩
な
ど
の

苦
し
み
の
な
い
理
想
境
」（『
日
本
国
語
大
事
典
』）
へ
赴
く
と
い
う
こ
と
か
。

ま
た
、（
六
上
）（
六
）
の
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
娑
婆
の
縁
尽
き
」
の
「
し

や
ば
」
は
「
こ
の
世
で
の
命
運
が
尽
き
。「
め
い
ど
」
メ
イ
ド
ニ
オ
モ
ム
ク
。
来

世
で
人
が
地
獄
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
所
に
行
く
。」
と
『
日
葡
辞
書
』
に
あ
る
。

（
寛
）（
全
）（
東
）（
伊
）（
残
）（
渡
）
の
「
思
い
も
寄
ら
ず
」
の
表
現
に
対
し
て
、

（
六
上
）（
六
）
は
「
こ
の
世
で
の
命
運
が
尽
き
て
」
と
い
う
表
現
（
共
に
『
日
本

国
語
大
事
典
』）
で
、「
思
い
も
寄
ら
ず
冥
途
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
」
と
「
こ
の

世
で
の
運
命
が
尽
き
て
命
を
失
っ
た
」
と
、
ど
ち
ら
の
意
も
表
現
さ
れ
て
い
な
い

『
天
正
狂
言
本
』
を
は
じ
め
（
明
）（
謡
）（
越
）（
大
）（
三
）
と
に
分
か
れ
て
い

る
。
冥
途
に
趣
く
罪
人
の
足
取
り
は
ど
う
か
と
言
う
と
、「
足
に
ま
か
せ
て
行
く
」

（
明
）（
全
）（
謡
）（
残
）（
渡
）（
三
）（
東
）（
越
）（
大
）、「
そ
ろ
り

く
と
参

う
」（
寛
）（
全
）（
残
）（
東
）（
伊
）、「
足
よ
は

く
と
行
く
」（
越
）（
大
）
に
分

け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
（
全
）（
残
）
は
「
足
に
ま
か
せ
て
行
く
」「
そ
ろ
り

く
と
参
う
」
の
両
方
の
表
現
を
持
っ
て
い
る
。
罪
人
の
足
取
り
の
表
現
を
全
く
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持
た
な
い
も
の
は
『
天
正
狂
言
本
』
を
は
じ
め
（
六
上
）（
六
）
で
あ
る
。
罪
人
の

足
取
り
の
表
現
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
人
が
今
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
な
の
か

が
容
易
に
伝
わ
る
。
ま
た
、
二
重
表
現
の
効
果
は
大
き
い
と
言
え
る
。

さ
て
そ
の
罪
人
は
「
八
尾
の
お
地
蔵
よ
り
閻
魔
王
へ
の
御
文
を
持
っ
て
」（
寛
）

（
全
）（
東
）（
伊
）（
越
）
い
る
。『
天
正
狂
言
本
』
の
表
現
は
「
き
よ
ち
や
う
以

た
る
さ
ひ
人
」
と
表
記
し
て
い
る
。「
き
よ
ち
や
う
」
は
［
許
状
］
と
書
き
、「
一
、

一
般
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
特
に
許
す
こ
と
を
認
め
た
文
書
。
願
い
を
認

め
た
文
書
。
二
、
罪
の
許
し
を
記
し
た
書
状
。
ゆ
る
し
文
。
赦
免
状
。」（『
日
本
国

語
大
事
典
』）
を
指
す
。
天
理
本
「
八
尾
」
は
「
な
に
や
ら
は
な
の
さ
き
へ
さ
し
だ

す
は
な
に
も
の
か
」
と
云
。「
こ
れ
は
し
ゃ
ば
か
ら
の
き
ょ
状
」
云
。（
古
辞
書
・

文
明
）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
越
佐
地
方
の
三
河
本
「
八
尾
」
で
は
「
地

蔵
よ
り
赦
状
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。「
許
状
」
は
「
赦
状
」
と
も
い
い
同
じ
意

味
を
指
示
し
て
い
る
。
罪
人
が
許
状
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
う
の
か
は
、 

（
渡
）「
脇
正
面
ニ
テ
開
キ
ノ
シ
右
へ
廻
り
大
小
ノ
前
ニ
テ
打
切
ニ
テ
謡
出
ス
地
取

ノ
内
ニ
名
ノ
リ
所
ヘ
行
」、（
残
）「（
竹
の
先
へ
文
を
つ
け
て
担
ぎ
て
常
の
通
り
次

第
也
」、（
東
）「
罪
人
次
第
の
囃
子
で
、
竹
に
文
を
さ
し
、
肩
に
か
つ
い
で
登
場
。

営
座
で
左
後
方
を
向
い
て
。 

正
面
を
向
い
て
」、（
残
）「 

（
正
に
む
い
て
）」
と
演

技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
。

二
、
閻
魔
王
の
登
場

文　
　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

ゑ
ん
ま
王
出
て
人
か
な

0

0

出
て
く
わ

ん

○

地
獄
の
主
閻
魔
王

く
、
囉
齋
に

い
ざ
出
よ
う
よ

○

○
○

○
○

罪
の
軽
重
明
ら
け
き

く
浄
は
り

の
鏡
な
る
ら
ん

　

○

極
楽
へ
斗
り
行
き
、
隅
々
地
獄
へ

来
る
者
は
そ
ち
が
様
に
知
邊
を
以

て
、
文
玉
章
を
貰
う
て
く
る

　

○

○

玉
の
冠
を
召
さ
れ
。
石
の
帯
を
な

さ
れ
。
金
銀
を
鏤
め
、
あ
た
り
も

耀
く
體
。
玉
の
冠
も
石
の
帯
も
紛

失
し
て

○

○

同
罪
の
軽
重
明
ら
け
き

　

○

地
獄
の
主
で
あ
る
閻
魔
王
が
「
囉
齋
に
出
る
」（
明
）（
全
）（
謡
）（
残
）（
東
）。

「
囉
齋
」
と
は
、「
四
方
を
巡
っ
て
托
鉢
し
て
歩
き
、
供
養
を
受
け
る
こ
と
。
乞
食

（
こ
つ
じ
き
）。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
あ
る
。「
囉
齋
に
出
る
」
と
い
う
表

記
は
『
天
正
狂
言
本
』
に
は
な
く
、
ま
た
（
明
）（
全
）（
謡
）（
残
）（
東
）
以
外

の
テ
キ
ス
ト
本
に
も
記
載
は
な
い
。（
越
）（
渡
）
に
至
っ
て
は
、［
道
行
「
住
馴
れ

し
地
獄
の
里
を
立
ち
出
で
て

く
。
鬼
足
に
歩
み
行
程
に
。
劔
の
山
を
打
ち
す
ぎ
。

六
道
の
辻
に
着
き
に
け
り
」］
と
い
っ
た
「
鬼
の
歩
き
方
」
で
あ
る
と
い
う
表
記

が
あ
る
。『
天
正
狂
言
本
』
と
も
に
他
の
テ
キ
ス
ト
本
に
は
記
載
が
な
い
。「
人
間

が
利
根
」
で
あ
り
「
賢
く
」
な
っ
た
こ
と
、
宗
体
を
「
八
宗
九
宗
」
に
分
け
た
と

記
載
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
（
寛
）（
全
）（
東
）（
伊
）（
謡
）（
残
）（
大
）
で
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」

『
天
正
狂
言
本
』
を
は
じ
め
他
の
テ
キ
ス
ト
本
に
は
記
載
が
な
い
。
八
宗
と
は
「
平

安
時
代
に
力
を
加
え
た
八
つ
の
宗
。
南
都
六
宗
・
三
論
・
法
相
・
華
厳
・
律
・
成

実
・
俱
舎
に
天
台
・
真
言
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
を
指
す
。

人
間
が
「
利
根
」
や
「
賢
く
」
な
っ
て
、
宗
体
を
「
八
宗
九
宗
」
に
分
け
、「
極
楽

へ
ま
い
る
に
よ
つ
て
、
地
獄
の
餓
死
以
て
の
外
」（
明
）、「
極
楽
へ
ぞ
ろ
り

く
と

ぞ
ろ
め
く
に
依
て
。
地
獄
の
餓
死
以
て
の
外
」（
寛
）（
全
）（
東
）（
伊
）、「
浄
土
宗

ぢ
ゃ
と
い
う
て
は
極
楽
へ
づ
ら
り

く
と
づ
ら
り
、
或
は
天
台
宗
の
禅
宗
の
と
い

う
て
づ
ら
り

く
と
づ
ら
め
く
に
よ
つ
て
、
地
獄
の
飢
饉
以
て
の
外
」（
謡
）、「
浄

土
宗
ぢ
ゃ
と
い
う
て
は
極
楽
へ
ぞ
ろ
り
、
或
は
天
台
の
真
言
の
と
云
う
て
は
極
楽

へ
ば
か
り
ぞ
ろ
り

く
と
ぞ
ろ
め
く
に
依
て
地
獄
の
餓
死
以
て
の
外
」（
残
）、「
禪

宗
ぢ
や
と
云
う
て
は
極
楽
へ
ぞ
ろ
り
、
浄
土
宗
ぢ
や
と
云
う
て
は
極
楽
へ
ぞ
ろ

り
、
ぞ
ろ
り

く
と
ぞ
ろ
め
く
に
依
て
地
獄
の
飢
饉
以
て
の
外
ぢ
や
」（
大
）
の
よ

う
に
、
極
楽
へ
ま
い
る
（
明
）、 

極
楽
へ
ぞ
ろ
り

く
と
ぞ
ろ
め
く
（
寛
）（
全
）、

づ
ら
り

く
と
づ
ら
め
く
（
謡
）
と
、
極
楽
へ
ど
の
よ
う
に
ま
い
る
の
か
の
表
現

が
違
う
も
の
と
、
表
現
が
な
い
（
伊
）（
六
上
）（
六
）（
三
）
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。

宗
体
の
違
う
も
の
と
し
て
、
浄
土
宗
・
天
台
宗
の
表
現
が
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
「
浄

土
宗
・
天
台
宗
の
禅
宗
」（
謡
）、「
浄
土
宗
・
天
台
の
真
言
」（
残
）、「
禪
宗
・
浄

土
宗
」（
大
）
で
あ
る
。
そ
し
て
全
く
違
う
表
現
の
「
浄
張
の
鏡
な
る
ら
ん　

地
ド

リ
詞
是
ハ
地
獄
の
主
閻
魔
大
王
で
す
む
。
扨
も
娑
婆
世
界
仏
法
繁
盛
な
る
に
付
。

迷
ひ
の
凡
夫
自
ら
菩
薩
心
を
発
し
。
イ
シ
ン
（
マ
マ
）
己
身
の
弥
陀
唯
心
の
浄
土
。

或
は
即
身
成
仏
抔
と
て
。
我
も

く
と
仏
道
修
行
致
す
に
依
て
。
地
獄
の
飢
饉
以

の
外
の
事
じ
や
。」（
渡
）（
越
）
に
は
、「
弥
陀
唯
心
の
浄
土
・
即
身
成
仏
抔
」
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。「
弥
陀
唯
心
の
浄
土
」
と
は
、「
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
如
来
の
本

願
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）、「
即
身
成
仏
抔
」
と
は
、

「
現
世
の
体
そ
の
ま
ま
が
仏
で
あ
る
こ
と
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
あ
り
、
浄

土
宗
や
天
台
宗
の
教
え
と
は
違
う
こ
と
が
分
か
る
。（
伊
）（
三
）
に
は
そ
れ
ら
の

表
現
は
な
い
。

「
地
獄
の
餓
死
」（
明
）（
寛
）（
全
）、「
地
獄
の
飢
饉
」（
謡
）
の
表
現
の
違
い

は
、
地
獄
の
現
状
の
違
い
と
な
る
。「
地
獄
の
餓
死
」（
明
）（
全
）（
残
）（
東
）

は
「
地
獄
で
飢
え
死
に
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）、「
地
獄
の
飢
饉
」（
謡
）（
三
）

（
越
）（
大
）
は
「
比
喩
的
に
、
地
獄
に
特
定
な
必
要
な
物
質
が
非
常
に
不
足
し
て

い
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
前
者
は
死
で
あ
り
、
後
者
は
死
の
表
現
と
は
違
っ
て
い

る
。
ま
た
、「
極
楽
へ
斗
り
行
き
、、
隅
々
地
獄
へ
来
る
者
は
そ
ち
が
様
に
知
邊
を

以
て
、
文
玉
章
を
貰
う
て
く
る
」
な
ど
の
閻
魔
王
の
言
葉
や
、「
玉
の
冠
を
召
さ

れ
。
石
の
帯
を
な
さ
れ
。
金
銀
を
鏤
め
、
あ
た
り
も
耀
く
體
」「
玉
の
冠
も
石
の

帯
も
紛
失
し
て
」
と
い
う
閻
魔
王
の
様
態
は
（
三
）（
大
）
に
し
か
記
載
が
な
い
。

他
の
テ
キ
ス
ト
と
は
全
く
異
な
っ
た
表
現
の
あ
る
（
渡
）
に
は
、「
同
罪
の
軽
重
明

ら
け
き
」「
浄
張
の
鏡
な
る
ら
ん
」「
扨
も
娑
婆
世
界
仏
法
繁
盛
な
る
に
付
」「
迷
ひ

の
凡
夫
自
ら
菩
薩
心
を
発
し
」「
己
身
の
弥
陀
唯
心
の
浄
土
」「
或
は
即
身
成
仏
抔

と
て
」「
我
も

く
と
仏
道
修
行
致
す
」「
併
な
が
ら
濁
世
の
印
に
ハ
」「
悉
く
仏
果

に
至
る
者
ば
か
り
」「
善
悪
を
乱
し
」「
鬼
足
に
歩
ミ
行
程
に
」「
剱
の
山
を
打
過
」

な
ど
の
表
現
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

地
獄
の
危
機
に
「
閻
魔
王
も
、
地
獄
に
何
と
も
堪
忍
が
な
く
な
り
に
く
い
程
に
」

（
謡
）、「
さ
あ
る
に
よ
つ
て
こ
の
閻
魔
王
も
、
地
獄
に
ば
か
り
い
て
は
堪
忍
が
な

ら
ぬ
に
よ
り
」（
残
）
と
い
っ
た
閻
魔
王
の
心
情
を
表
記
し
て
い
る
の
は
、（
謡
）

（
残
）
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
閻
魔
王
が
出
会
い
に
期
待
す
る
罪
人
は
「
よ
か
ら
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村
上　

詠
子

う
罪
人
も
通
ら
ば
」（
明
）（
寛
）（
東
）
も
し
く
は
「
此
処
と
迷
は
う
ず
る
罪
人
」

（
謡
）（
残
）（
渡
）（
越
）
で
あ
り
、（
大
）
の
よ
う
に
「
罪
人
来
た
ら
ば
」
と
さ
ら

り
と
表
現
し
た
も
の
も
あ
る
。「
よ
か
ら
う
罪
人
」（
明
）（
寛
）（
東
）
と
は
「
物

事
の
本
性
、
状
態
な
ど
が
好
ま
し
く
、
満
足
す
べ
き
で
あ
る
意
。」（『
日
本
国
語
大

辞
典
』）、「
此
処
と
迷
は
う
ず
る
罪
人
」（
謡
）（
残
）（
渡
）（
越
）
と
罪
人
の
表
現

を
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
閻
魔
王
が
罪
人
を
ど
の
よ
う
な
様
子
で
ど
の
よ
う

に
待
っ
て
い
る
の
か
、
閻
魔
が
罪
人
を
追
い
詰
め
て
喪
に
服
そ
う
と
す
る
様
子
が

理
解
で
き
る
。

閻
魔
王
が
出
て
き
て
罪
人
に
会
う
ま
で
に
道
行
が
あ
る
の
は
（
六
上
）（
六
）

（
謡
）（
残
）（
渡
）（
東
）（
三
）（
大
）、
演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

は
、（
全
）「
座
着
。
シ
テ
出
づ
。」「
打
切
也
。」、（
残
）「
道
行
打
切
り
」「
道
行

謡
」「
打
切
り
」「
正
面
向
い
て
」「
竹
を
前
に
置
き
脇
座
の
方
へ
下
に
お
る
。
シ
テ

出
る
。
シ
テ
と
り
あ
し
」「
シ
テ
正
面
へ
向
き
出
で
よ
う
と
伸
上
り
て
」「
シ
テ
謡
」

「
道
行
打
切
り
」「
謡
」「
打
切
り
」「
正
面
に
向
き
シ
テ
詞
」、（
渡
）「
道
行
」「
切

く
。
目
付
柱
へ
行
戻
リ
大
小
ノ
前
ヘ
来
リ
元
ノ
名
ノ
リ
所
ニ
立
詞
」「
ト
笛
ノ
上

ア
タ
リ
ニ
居
」「
シ
テ
次
第
名
ノ
リ
み
な
ア
ト
ニ
同
」「
地
ド
リ
詞
」、（
東
）「
歩

き
出
し
」「
舞
台
を
一
廻
り
し
て
中
央
で
と
ま
り
」「
脇
座
へ
行
っ
て
座
る
」「
閻
魔

次
第
の
囃
子
で
、
杖
を
つ
い
て
登
場
。
常
座
で
左
後
方
を
向
い
て
」「
正
面
を
向
い

て
」「
道
行
」「
謡
い
な
が
ら
二
三
歩
前
に
出
て
ま
た
戻
る
。
正
面
向
い
て
」、（
伊
）

「
坐
付
シ
テ
次
第
名
乗
道
行
朝
比
奈
同
噺
也
」、（
三
）「
シ
テ
次
第
「
馬
口
労
」
の

ア
ド
の
通
り
な
り
。
道
行
同
噺
。
シ
テ
「
急
ぐ
程
に
六
道
の
辻
に
着
い
た
」
ト
云

ふ
。」
で
あ
る
。

閻
魔
王
の
罪
人
の
認
識
を
「
人
臭
い
」
と
ほ
と
ん
ど
の
テ
キ
ス
ト
は
表
現
し
て

い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
閻
魔
王
の
感
じ
方
の
状
況
が
異
な
る
。
単
に
「
人

く
さ
や
な
」（
明
）
と
表
現
し
た
も
の
、「
こ
れ
は
人
臭
そ
う
な
つ
た
」（
残
）（
越
）、

「
罪
人
が
来
た
と
見
え
て
人
臭
う
成
た
」（
寛
）（
全
）、 「
人
臭
う
な
つ
た
ど
こ
許
じ

や
し
ら
ぬ
」（
伊
）、「
殊
の
外
に
人
臭
い
が
何
ぞ
あ
る
か
」（
謡
）、「
い
か
う
人
臭

い
。
し
き
り
に
人
臭
う
な
つ
た
。」（
三
）、「
人
臭
い

く
、
殊
の
外
人
臭
ひ
」（
大
）

と
状
況
が
分
か
る
表
現
を
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て

は
、
人
の
臭
い
を
嗅
ぐ
表
現
が
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
「
ク
シ　

ク
シ　

ク
シ
。
罪
人

が
参
っ
た
と
み
え
て
、
人
臭
そ
う
な
つ
た
」（
東
）、「
ク
ン

く
く
、
扨
も

く

人
息
ィ
事
哉
人
臭
い
」（
渡
）（
越
）
の
三
冊
、
人
の
に
お
い
の
表
現
が
全
く
な
い

テ
キ
ス
ト
は
（
六
上
）（
六
）
の
二
冊
で
あ
る
。

閻
魔
王
が
罪
人
を
い
か
に
落
と
す
か
と
い
う
表
現
で
は
、「
き
や
つ
め
を
先
責

め
落
そ
う
」（
明
）、「
急
で
地
獄
へ
責
落
う
」（
寛
）（
全
）（
東
）（
謡
）（
残
）（
渡
）

三
、
閻
魔
王
と
罪
人
の
出
会
い

文　
　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

ク
シ
ク
シ
ク
シ
。
罪
人
が
参
っ
た

と
み
え
て
、
人
臭
そ
う
な
つ
た

○

ク
ン

く
く
、
扨
も

く
人

息
ィ
事
哉
人
臭
い

　

○

○

急
で
地
獄
へ
責
落
い
て
腹
致
う
。

某
の
秘
術
と
尽
し
責
め
る
に
。

○

○

地
獄
遠
き
に
あ
ら
ず
。
極
楽
遥
か

な
れ
。

○
○
○
○
○

○
○

○

目
当
り
へ
差
し
出
す

○
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中
世
芸
能
「
狂
言
」

（
大
）、「
一
セ
メ
せ
め
さ
せ
て
」（
六
上
）（
伊
）、「
責
め
、
責
め
さ
せ
て
」（
六
）、

「
攻
め
落
い
て
」（
残
）、「
一
責
め
責
め
て
取
つ
て
服
せ
う
」（
三
）
と
あ
り
、
攻
め

方
に
秘
術
が
あ
る
と
す
る
の
は
「
先
ま
て

く
。
某
の
秘
術
と
尽
し
責
め
る
に
。」

（
渡
）（
越
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
地
獄
遠
き
に
あ
ら
ず
。
極
楽
遥
か
な
れ
」
と

地
獄
と
極
楽
へ
の
思
い
を
距
離
感
に
た
と
え
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が
多
い
。（
六
上
）

に
つ
い
て
は
「
地
獄
遠
に
あ
ら
ず
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

罪
人
が
閻
魔
王
に
「
文
を
鼻
先
に
差
し
つ
く
る
」（
明
）（
寛
）（
東
）（
伊
）（
残
）

（
三
）（
大
）、「
鼻
の
先
へ
。
に
ろ
り

く
と
差
出
す
」（
寛
）（
全
）、「
状
を
さ
し

つ
く
る
」（
六
上
）（
六
）、「
鼻
の
先
へ
、
差
し
つ
く
る
」（
六
）、「
何
や
ら
鼻
の
先

へ
差
し
出
す
の
は
な
に
も
の
ぞ
」「
き
よ
に
は
な
の
さ
き
へ
さ
し
つ
く
る
ぞ
」（
六

上
）、「
そ
れ
が
し
が
前
へ
に
ょ
ろ
り
に
ょ
ろ
り
と
差
し
出
す
」（
東
）、「
某
が
鼻

の
先
へ
に
よ
ろ
り

く
と
さ
し
出
す
は
何
じ
や
」（
伊
）、「
最
前
か
ら
。
鼻
の
先
へ

ち
ら

く
差
寄
す
る
は
何
ぢ
や
。」（
三
）（
大
）
と
あ
り
、「
文
を
」
や
「
状
を
」

や
「
娑
婆
か
ら
の
許
状
」（
六
）
と
表
記
し
た
テ
キ
ス
ト
と
、
何
を
指
す
の
か
の
表

記
が
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
筋
書
き
か
ら
い
え
ば
想
像
の
域
と
い
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、「
鼻
の
先
に
差
し
出
す
」
の
で
は
な
く
「
目
当
り
へ
差
し
出
す
」（
渡
）

（
越
）
と
言
っ
た
表
記
は
こ
の
二
冊
だ
け
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
道
行
の
表

記
が
あ
る
の
は
（
六
上
）（
六
）、
名
乗
が
あ
る
物
は
（
六
上
）（
六
）
で
あ
る
。

演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、（
明
）「
互
に
き
も
つ
ぶ
し
の

ひ
て
」「
一
段
一
む
る
時
に
、
文
を
は
な
さ
き
へ
さ
し
つ
く
る
、
何
者
ぞ
と
云
」、

（
寛
）「
互
に
行
逢
、
シ
テ
杖
つ
き
に
ら
む
。
罪
人
は
か
ゞ
み
て
ふ
る
へ
て
居
る
。」

「
シ
テ
、
謡
」「
一
段
責
て
杖
に
て
つ
く
と
き
、
罪
人
文
を
さ
し
つ
く
る
。
い
や
が

り
跡
へ
す
さ
る
。
罪
人
も
元
の
所
へ
行
。
又
杖
に
て
つ
く
。
罪
人
又
文
を
さ
し
出

す
。
跡
へ
さ
が
り
て
、」、（
全
）「
互
に
行
逢
ひ
。
シ
テ
杖
つ
き
。
に
ら
む
。
罪
人

は
か
ゞ
み
て
。
震
へ
て
居
る
。」「
一
段
責
め
て
。
杖
に
て
突
く
時
。
罪
人
。
文
を

差
つ
く
る
。
シ
テ
い
や
が
り
。
後
へ
す
さ
る
。
罪
人
も
元
の
処
へ
行
く
。
シ
テ
又

杖
に
て
突
く
。
罪
人
又
文
を
持
出
す
。
シ
テ
後
へ
さ
が
り
て
。」、（
六
上
）「
シ
テ

鬼
の
次
第
・
道
行
・
名
乗
、
み
な
〈
あ
さ
ひ
な
〉
の
こ
ゝ
ろ
也
、
み
つ
け
て
せ
む

る
と
こ
ろ
も
〈
あ
さ
ひ
な
〉
同
前
、
一
セ
メ
せ
め
さ
せ
て
、
状
を
さ
し
つ
く
る
、」、

（
六
）「
シ
テ
鬼
の
次
第
、
道
行
、
名
乗
、
皆
朝
比
奈
の
心
也 ―

 

見
つ
け
て
、

責
む
る
所
も
、
朝
比
奈
、
同
前　

責
め
、
責
め
さ
せ
て
、
状
を
、
差
し
付
く
る
」

「
シ
テ　

な
ん
の
、
許
状
と
、
云
事
が
、
あ
ら
ふ
ぞ
と
云
て ―

 

又
、
責
む
る
、

地
獄
遠
に
、
あ
ら
ず
を
云
て
」「　

一
段
責
め
さ
せ
て
、
今
度
は
、
急
に
、
許
状

を
、
差
し
付
く
る
。」、（
謡
）「
と
脇
正
面
よ
り
か
ぎ
廻
つ
て
正
へ
出
罪
人
を
見
つ

け
る
」「
と
罪
人
を
キ
ッ
と
見
て
う
た
ふ
如
何
に
罪
人
急
げ
と
こ
そ
」、（
残
）「
少

し
鼻
に
て
嗅
ぎ
な
が
ら
」「
又
嗅
ぐ
」「
こ
の
言
葉
の
中
に
ア
ド
云
う
な
り
。」「
真

中
に
て
行
き
逢
う
て
ア
ド
は
振
る
ふ
て
居
る
。
も
つ
と
も
シ
テ
を
見
て
振
る
ふ
な

り
。」「
こ
れ
よ
り
攻
め
。」「
六
つ
拍
子
ふ
み
飛
び
上
が
り
手
に
唾
わ
つ
け
て
杖
を

か
い
こ
み
目
附
柱
よ
り
罪
人
の
方
へ
行
き
て
そ
れ
よ
り
小
廻
り
し
て
の
り
拍
子
。

合
す
と
ア
ド
文
を
シ
テ
の
鼻
先
へ
出
す
。
シ
テ
立
ち
て
。」、（
渡
）「
云
乍
脇
座
ノ

方
ヘ
行
大
臣
柱
ノ
方
ス
ゝ
ミ
右
へ
二
足
程
ニ
テ
ア
ト
ニ
行
合
フ
」「
ア
ト
シ
テ
ノ

脇
座
ヘ
行
ク
ヲ
見
テ
立
名
ノ
リ
所
ニ
テ
」「
静
ニ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
行
左
ヘ
二
足
程

ハ
コ
ビ
シ
テ
ニ
行
合
フ
」「
イ
ロ
形
末
ニ
有
セ
メ
」、（
東
）「
探
し
な
が
ら
前
に
出

る
」「
こ
の
こ
ろ
立
っ
て
」「
歩
き
出
し
、
二
人
は
正
先
の
あ
た
り
で
出
会
う
。
閻

魔
が
に
ら
む
と
、
罪
人
は
脇
座
で
下
を
向
き
、
ふ
る
え
る
」「
常
座
へ
行
き
」「
大

小
前
で
」「［
責
め
］
杖
で
い
ろ
い
ろ
に
責
め
立
て
る
。
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
大
鼓
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村
上　

詠
子

が
囃
す
。
最
後
に
、「
急
げ
急
げ
」
と
言
う
時
、
罪
人
は
竹
に
つ
け
た
文
を
さ
し

つ
け
る
。
閻
魔
は
い
や
が
っ
て
あ
と
へ
さ
が
る
。」、（
伊
）「
互
に
行
逢
ふ
シ
テ
杖

ツ
キ
罪
人
は
か
ゞ
み
て
ふ
る
へ
い
る
」「
一
段
責
て
杖
に
て
つ
く
と
き
罪
人
文
さ

し
付
る
、
い
や
か
り
跡
に
す
さ
る
罪
人
も
元
の
処
に
行
、
又
杖
に
て
つ
く
、
又
罪

人
文
を
さ
し
出
す
跡
へ
さ
り
て
、」、（
三
）「
責
あ
り
。「 

「
馬
口
労
」
の
如
し
。
ア

ド
は
。
恐
れ
て
方
々
へ
逃
げ
る
。
橋
掛
り
へ
も
行
く
。
シ
テ
竹
馬
に
乗
る
所
も
あ

り
。
シ
テ
そ
ば
へ
寄
る
。
ア
ド
文
を
差
出
す
仕
様
あ
り
。」、（
大
）「
セ
メ
有
お
そ

れ
て
方
々
へ
に
げ
る
橋
懸
り
へ
も
行
き
、
竹
馬
に
の
る
所
も
あ
り
鬼
側
へ
よ
る
と

ア
ト
文
さ
し
つ
け
る
」
と
、
閻
魔
王
と
罪
人
が
出
会
っ
た
場
面
に
多
く
の
演
技
指

導
が
符
さ
れ
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
は
「
ゑ
ん
ま
王
出
て
人
か
な

0

0

出
て
く
わ
ん
」
に
始
ま
り
「
許
状

以
た
る
さ
ひ
人
を
」
に
続
く
。
そ
の
間
他
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
文
は
な
い
。『
天

正
狂
言
本
』
が
語
る
「
許
状
」
は
、「
娑
婆
か
ら
の
許
状
」（
六
上
）、「
八
尾
の
お
地

蔵
よ
り
の
許
状
」（
六
上
）（
六
）（
謡
）（
残
）、「
如
何
な
佛
菩
薩
の
許
状
」（
謡
）、

「
八
尾
の
地
蔵
よ
り
閻
魔
王
へ
の
挙
状
」（
残
）、「
古
し
へ
ハ
教
状
を
用
ひ
た
れ
共

今
は
」（
渡
）
が
語
っ
て
い
る
が
、「
八
尾
の
地
蔵
か
ら
閻
魔
王
へ
の
お
文
」（
明
）

（
寛
）（
全
）（
東
）、「
八
尾
の
地
蔵
の
文
」（
寛
）（
三
）（
大
）、「
八
尾
の
御
地
蔵

よ
り
閻
魔
王
へ
の
御
文
」（
伊
）
の
よ
う
に
「
文
」
の
記
載
の
テ
キ
ス
ト
も
多
い
。

ま
た
、「
八
尾
の
お
地
蔵
よ
り
。
閻
魔
へ
の
教
書
」（
渡
）
の
よ
う
に
「
教
書
」
や

「
是
は
八
尾
の
お
地
蔵
よ
り
閻
王
へ
の
赦
状
」（
越
）
の
よ
う
な
「
赦
状
」
と
記
載

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
は
「
き
よ
ち
や
う
以
た
る
さ
ひ
人
を

く
お
か
し
と
人
や
お
も

ふ
ら
ん
」
と
記
し
て
い
る
が
、
他
の
テ
キ
ス
ト
は
、「
何
じ
や
、
八
尾
の
地
蔵
よ

り
の
文
じ
や
」（
寛
）（
全
）（
伊
）、「
汝
が
差
出
す
は
な
ん
じ
や
」（
謡
）、「
危
い

く
、
そ
れ
は
何
ぢ
や
。」（
残
）、「
何
ぢ
や
八
尾
の
地
蔵
よ
り
某
の
方
へ
の
挙
状

ぢ
や
。」（
残
）、「
何
じ
や
八
尾
の
お
地
蔵
よ
り
。
閻
王
へ
の
教
書
じ
や
。」（
渡
）、

「
な
ん
じ
ゃ　

八
尾
の
地
蔵
よ
り
閻
魔
王
へ
の
文
じ
ゃ
。」（
東
）、「
誰
か
ら
の
文

ぢ
や
」（
大
）
と
い
う
よ
う
に
、
罪
人
に
対
し
て
閻
魔
王
の
問
い
か
け
と
な
っ
て

い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
許
状
」
は
「
罪
の
許
し
を
記
し
た
書

状
。
ゆ
る
し
文
。
赦
免
状
。」、「
文
」
は
「
文
書
・
書
物
な
ど
文
字
で
記
し
た
も

の
」、「
教
書
」
は
「
主
権
者
、
教
権
を
も
つ
者
な
ど
が
一
般
に
出
す
命
令
」、「
赦

文
」
は
「
刑
罰
を
ゆ
る
す
こ
と
を
し
る
し
た
書
状
。
ま
た
、
大
赦
・
特
赦
を
命
ず

る
書
状
。」
で
あ
る
。
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
考
え
る
と
罪
人
が
持
つ
「
ふ
み
」
の
重

み
が
違
う
。
ま
た
『
天
正
狂
言
本
』
の
「
お
か
し
い
と
思
う
人
」
は
「
格
別
な
趣

き
。
間
柄
。」
の
意
味
を
持
つ
。

「
文
を
開
き
て
見
る
」
と
す
る
の
は
『
天
正
狂
言
本
』
の
み
で
、「
地
蔵
の
文
を

も
ち
い
て
は
な
ら
ぬ
」（
明
）（
伊
）、「
余
り
せ
わ
し
う
差
出
す
ほ
ど
に
。
見
て
と

ら
せ
う
。」（
寛
）（
全
）（
伊
）、「
拝
見
申
さ
い
で
は
な
る
ま
い
」（
六
上
）（
六
）、

四
、
許
状文　

　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

許
状

○

○

○
○
○
○

文

○
○
○
○
○
　

○

○

教
書

○

赦
状

○

文
を
開
き
て
見
る

○



─ 11 ─

中
世
芸
能
「
狂
言
」

「
見
ま
い
と
は
思
へ
ど
も
余
り
せ
は
し
う
差
出
す
に
依
て
披
見
せ
う
」（
残
）、「
あ

ま
り
け
わ
し
ゅ
う
差
し
出
す
ほ
ど
に
」（
東
）、「
あ
の
地
蔵
か
ら
の
文
に
ほ
う
ど
困

つ
た
。」（
三
）（
大
）、「
さ
り
な
が
ら
見
ず
ば
な
る
ま
い
。」（
三
）、「
こ
の
地
蔵
か

ら
文
を
つ
け
ら
れ
て
。
何
程
損
を
す
る
こ
と
や
ら
知
れ
ぬ
。
定
め
て
外
の
事
で
は

あ
る
ま
い
。
何
ぢ
や
閻
も
じ
参
る
地
よ
り
。」（
三
）、「
見
ず
ば
後
で
姦
ま
し
か
ら

う
」（
大
）
と
言
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
仕
方
が
違
う
。

ま
た
、
台
詞
に
言
葉
の
掛
け
合
い
の
あ
る
「（
ア
ド
）
是
は
迷
惑
に
御
ざ
る
。（
シ

テ
）
何
の
迷
惑
。」（
寛
）（
全
）（
残
）（
東
）（
伊
）、「
あ
ゝ
そ
れ
は
迷
惑
な
事
で

ご
ざ
る
。」（
謡
）、「
夫
は
迷
惑
ニ
存
升
る
」（
渡
）
な
ど
は
、
演
劇
の
進
行
に
は

大
変
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
罪
人
を
「
い
か
に
罪
人
い
そ
げ
と
こ
そ
」（
寛
）（
全
）

（
謡
）（
残
）（
東
）（
伊
）
と
表
現
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
外
に
、（
大
）
の
よ
う

な
「
地
蔵
か
ら
年
々
文
を
付
ら
れ
て
何
程
の
損
を
す
る
や
ら
知
れ
ぬ
」「
何
ン
ぢ

や
、
え
ん
も
じ
參
る
地
よ
り
笑
ま
だ
昔
を
忘
れ
ぬ
文
の
上
書
ぢ
や
、
汝
は
知
る
ま

い
、
八
尾
の
地
蔵
は
若
い
時
、
見
ざ
ま
が
よ
か
つ
た
、
某
と
は
ち
と
契
約
し
た
事

が
あ
つ
て
懇
意
に
し
た
、
夫
故
今
も
文
通
せ
ら
る
ゝ
事
ぢ
や　

ア
ト
「
扨
、
お
前

は
何
方
で
御
座
る　

シ
テ
「
添
も
地
獄
の
主
、
閻
魔
大
王
ぢ
や　

ア
ト
「
八
尾
の

地
蔵
の
仰
せ
ら
れ
た
は
、
閻
魔
大
王
は
玉
の
冠
を
召
さ
れ
石
の
帯
を
為
さ
れ
、
金

銀
を
鏤
め
邊
も
輝
く
御
様
子
と
承
つ
て
御
座
る
が
、
お
前
の
姿
態
は
左
様
に
御
座

ら
ぬ　

シ
テ
「
不
審
尤
も
ぢ
や
、
な
る
程
其
の
古
は
玉
の
冠
、
石
の
帯
、
金
銀
を

鏤
め
邊
も
輝
く
體
で
あ
つ
た
れ
ど
も
」
極
楽
へ
斗
り
行
き
、
偶
々
地
獄
へ
来
る
も

の
は
そ
ち
が
様
に
知
邊
を
以
て
、
文
玉
章
を
貰
う
て
く
る
、
最
早
や
地
獄
の
飢
饉

以
て
の
外
ぢ
や
、
去
る
に
依
つ
て
玉
の
冠
も
石
の
帯
も
紛
失
し
て
今
は
己
の
様
に

自
身
六
道
の
辻
へ
出
る
事
ぢ
や　

ア
ト
「
是
は
御
尤
で
御
座
る　

シ
テ
「
先
づ
文

を
見
や
う
汝
も
是
へ
寄
つ
て
讀
め　

ア
ト
「
畏
つ
て
御
座
る
」
と
い
っ
た
他
の
テ

キ
ス
ト
に
は
な
い
台
詞
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。

演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、（
明
）「
又
一
段
せ
む
る
、
ま
た

文
け
は
し
く
は
な
の
さ
き
へ
さ
し
い
だ
す
、
あ
ま
り
せ
わ
し
く
さ
し
つ
く
る
ほ
ど

に
、
さ
あ
ら
は
見
う
、
し
や
う
ぎ
く
れ
ひ
、
こ
し
か
け
文
を
と
る
」、（
寛
）「
又
一

段
責
て
追
廻
り
、
初
の
ご
と
く
文
を
出
し
て
、」、（
全
）「
又
一
段
責
め
て
追
ひ
廻

る
。
ア
ト
初
の
如
く
文
を
出
す
。」、（
謡
）「
と
文
を
受
け
取
り
腰
か
く
る
」、（
残
）

「
後
見
座
へ
行
き
の
り
祈
り
を
取
つ
て
ま
た
出
で
攻
め
る
。」「
攻
め
に
な
り
、
雷
拍

子
そ
れ
よ
り
正
面
へ
向
い
て
飛
び
下
り
て
杖
か
い
こ
み
角
を
取
り
廻
り
小
廻
り
し

て
拍
子
四
つ
、
そ
れ
よ
り
杖
に
て
罪
人
を
さ
し
ま
は
し
橋
掛
へ
や
り
又
杖
か
い
こ

み
大
廻
り
小
廻
り
又
拍
子
四
つ
。
そ
れ
よ
り
竹
馬
を
し
て
罪
人
を
橋
掛
よ
り
追
ひ

出
し
脇
座
の
方
へ
置
き
て
又
大
廻
り
小
廻
り
し
て
合
し
ア
ド
ま
た
文
を
鼻
先
へ
出

す
。」「
文
を
後
見
座
へ
置
き
腰
桶
を
持
ち
出
し
て
シ
テ
へ
腰
掛
さ
せ
。」「
脇
座
の

方
よ
り
文
を
出
す
。
シ
テ
取
つ
て
」、（
東
）「
閻
魔
常
座
で
」「
閻
魔　

大
小
前
へ

行
き
」「
前
と
同
様
に
責
め
る
。
終
り
ご
ろ
、
罪
人
は
歩
き
出
す
。
閻
魔
は
喜
ん
で

「
そ
れ
よ
そ
れ
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
杖
に
ま
た
が
っ
て
跳
び
歩
き
、
先
に
立
っ
て

橋
が
か
り
へ
行
く
。
罪
人
も
橋
が
か
り
へ
行
き
、
一
ノ
松
で
文
を
つ
き
つ
け
、
責

め
ら
れ
て
、
後
退
し
て
、
ま
た
脇
座
で
は
げ
し
く
文
を
さ
し
つ
け
る
」「
閻
魔
脇
座

の
罪
人
の
前
で
」「
中
央
に
立
つ
罪
人
畏
ま
っ
て
ご
ざ
る
。
文
を
竹
か
ら
外
し
て
懐

中
し
、
舞
臺
工
法
よ
り
腰
桶
を
持
っ
て
出
て
、
閻
魔
の
う
し
ろ
に
置
き
」「
悪
魔
腰

を
か
け
」「
地
謡
座
の
前
に
す
わ
り
、
文
を
差
し
出
し
」「
渡
し
、
地
謡
座
の
前
に

す
わ
る
」、（
伊
）「
又
一
段
責
て
追
廻
り
、
初
の
ご
と
く
文
を
出
し
。」、（
三
）「
笑

ふ
。」、（
大
）「 

と
云
て
床
机
を
出
し
腰
か
け
さ
せ
る
な
り
」　

が
あ
る
。
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『
天
正
狂
言
本
』
に
は
「
知
音
」
と
い
う
こ
と
ば
は
な
い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

で
は
、「
知
音
」
と
は
「
男
と
女
が
親
し
く
す
る
こ
と
。
恋
情
を
通
ず
る
こ
と
。
恋

人
と
な
る
こ
と
。」
と
あ
り
、
虎
寛
本
狂
言
・
八
尾
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。「
や
を

の
地
蔵
と
知
音
を
し
て
、
さ
い
さ
い
抱
い
て
寝
た
」（
明
）
の
解
説
で
は
、「
知
音

を
し
て
」
は
「
親
し
く
交
わ
る
。
情
交
す
る
。」
と
あ
り
、（
六
）
の
解
説
も
同
様

だ
っ
た
。「
閻
魔
王
も
ち
と
知
音
を
し
た
い
」（
寛
）（
全
）（
六
上
）（
六
）（
東
）

（
伊
）
の
（
六
上
）
で
は
「
親
し
く
交
わ
っ
て
、
愛
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
い

う
。
閻
魔
と
地
蔵
を
一
体
と
す
る
思
想
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
そ
れ
を
男
色
関
係

に
あ
っ
た
と
見
立
て
た
。」
と
あ
る
。「
あ
の
八
尾
の
地
蔵
は
、
某
の
た
め
に
は
物

で
あ
つ
た
よ
」（
謡
）（
残
）、「
某
と
は
ち
と
契
約
の
事
が
あ
つ
て
懇
意
に
し
た
。」

（
三
）（
大
）
と
あ
り
、「
知
音
」「
物
」「
懇
意
」
の
持
つ
意
味
は
違
う
。（
六
）（
大
）

に
は
「
知
音
」
の
表
記
は
な
い
。「
知
音
し
た
」
と
い
う
表
現
と
「
知
音
し
た
い
」

と
い
う
表
現
で
は
過
去
に
起
き
た
こ
と
と
こ
れ
か
ら
の
希
望
と
の
差
が
あ
る
。
文

に
関
し
て
は
、（
六
）（
東
）「
閻
文
字
参
る
、
地
」
閻
魔
の
「
閻
」
に
文
字
を
つ
け

て
い
う
女
房
詞
で
あ
り
、「
ち
（
地
）」
は
「
地
蔵
」
の
頭
文
字
。
女
性
の
手
紙
の

よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
。

お
地
蔵
様
は
美
し
い
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
お
地
蔵
様
は
今
に
い
か
う

美
し
う
ご
ざ
あ
る
」（
明
）（
全
）、「
八
尾
の
地
蔵
は
い
に
し
へ
は
美
僧
で
有
た
」

（
寛
）（
全
）（
東
）（
伊
）、「
ま
こ
と
に
美
し
か
つ
た
」（
六
上
）（
六
）
で
あ
り
、

『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
美
僧
」
を
「
ビ
ソ
ウ
。
ウ
ツ
ク
シ
イ　

ソ
ウ
。」
と
し
て
い

る
。
ま
た
、「
お
地
蔵
も
若
い
時
は
。
な
さ
け
が
深
か
つ
た
」（
渡
）（
越
）、「
八
尾

の
地
蔵
の
若
い
時
は
つ
う
つ
と
見
様
が
良
か
つ
た
。」（
三
）（
大
）
と
、「
美
僧
」

で
は
な
く
「
な
さ
け
が
深
か
つ
た
」「
見
様
が
良
か
つ
た
。」
と
表
現
が
異
な
る
。

演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、（
謡
）「
シ
テ
文
を
ひ
ら
い
て
」、

（
残
）「
文
を
開
き
読
む
」、（
東
）「
閻
魔
文
を
見
て
」
で
あ
る
。

五
、
知
音文　

　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

や
を
の
地
蔵
と
知
音
を
し
て
、
さ

い

く
だ
い
て
ね
た

○

あ
の
八
尾
の
地
蔵
は
。
古
は
美
僧

で
あ
つ
た
に
依
て
。
此
閻
魔
王

も
。
ち
と
知
音
を
し
た
い
や
い

○
○
○
○

あ
の
お
地
蔵
の
、
小
さ
い
時
は
、

誠
に
、
美
し
か
つ
た
に
よ
つ
て
、

某
が
、
知
音
の
致
ひ
て

○

○

あ
の
八
尾
の
地
蔵
は
、
某
の
た
め

に
は
物
で
あ
つ
た
よ

○
○

お
地
蔵
も
若
い
時
は
。
な
さ
け
が

深
か
つ
た
よ

○

○

八
尾
の
地
蔵
の
若
い
時
は
つ
う
つ

と
見
様
が
良
か
つ
た
。
某
と
は
ち

と
契
約
の
事
が
あ
つ
て
懇
意
に
し

た

○

○

お
地
蔵
様
は
今
に
い
か
う
美
し
う

ご
ざ
あ
る

○

○

八
尾
の
地
蔵
は
い
に
し
へ
は
美
僧

で
有
た

○
○
○
○

ま
こ
と
に
美
し
か
つ
た

○

○

お
地
蔵
も
若
い
時
は
。
な
さ
け
が

深
か
つ
た

○

○

八
尾
の
地
蔵
の
若
い
時
は
つ
う
つ

と
見
様
が
良
か
つ
た
。

○

○
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六
、
小
舅文　

　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

小
舅

○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○

外
甥

○

女
房　

汝
に
似
た
ら
見
目
が
悪
い

○

女
房　

悪
女
で
あ
ろ
う　

私
に
似

ま
せ
い
で
、
殊
の
外
美
人
で
御
座

る

○
○
○
○

内
儀　

見
様
を
思
ひ
や
つ
た
某
に

は
似
い
で
見
様
が
良
い

○

○

内
儀
は
推
量
さ
せ
ら
れ
た　

○

妻　

そ
ち
が
妹
。　

妻
の
容
儀
も

大
方
知
れ
た
。
私
と
違
う
て
。
殊

の
外
眉
目
よ
し
で
御
座
る

○

妻　

そ
ち
が
姉
か
妹
か　

妹
な
ら

ば　

妻
の
容
儀
も
大
方
知
れ
た
。

私
と
違
う
て
。
殊
の
外
眉
目
よ
し

で
御
座
る

○

喧
嘩
ぶ
っ
た
る
罪
人

○

か
う
け
（
剛
気
・
豪
家
）
ば
っ
た

る
罪
人

○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○

高
言
ば
っ
た
る
罪
人

○

抜
書

○

○

「
又
ふ
郎
（
又
五
郎
）」
は
「
八
尾
の
地
蔵
の
為
に
は
一
志
の
旦
那
」
で
あ
り
、

「
小
舅
」
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
の
中
、「
罪
人
は
外
甥
」（
謡
）
と
す
る
テ
キ
ス
ト

が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
（
明
）
で
は
「
小
舅
」
は
「
妻
の
兄
弟
。
こ
こ
は
、
又
五
郎

の
妻
の
兄
弟
。」、
テ
キ
ス
ト
（
六
上
）
で
は
「
小
舅
」
は
「
妻
あ
る
い
は
夫
の
兄

弟
。」、
テ
キ
ス
ト
（
東
）
で
は
「
配
偶
者
の
兄
弟
。」
と
解
説
が
あ
る
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「「
夫
の
兄
弟
、
ま
た
は
姉
妹
」「
妻
の
兄
弟
、
ま
た
は
姉

妹
」
と
あ
る
。「
外が
い

甥せ
い

」
の
解
説
は
テ
キ
ス
ト
（
謡
）
に
は
な
い
。『
日
本
国
語
大

辞
典
』
で
は
「
外が
い

甥せ
い

」
は
「
妻
の
兄
弟
姉
妹
の
子
。
他
家
に
嫁
し
た
姉
妹
の
生
ん

だ
子
。
外が
い

姪て
つ

。」
と
あ
り
、
同
じ
意
味
を
持
つ
。

「
又
五
郎
が
女
房
を
推
量
し
た
、
汝
に
似
た
ら
は
見
目
が
悪
か
ろ
う
」（
明
）

（
東
）（
伊
）、「
又
五
郎
が
女
房
も
知
れ
た
悪
女
で
有
う
」（
寛
）（
全
）（
東
）、「
己

の
面
に
似
た
成
ら
ば
、
美
目
（
眉
目
）
が
悪
か
ら
う
。」（
寛
）（
全
）、「
お
主
に

似
た
ら
ば
、
又
五
郎
が
内
義
も
見
様
を
思
ひ
や
つ
た
」（
六
上
）（
六
）、「
そ
ち
が

顔
に
似
た
ら
ば
、
又
五
郎
の
内
義
は
推
量
せ
ら
れ
た
」（
謡
）、「
そ
ち
は
又
五
郎
が

た
め
に
は
小
舅
と
あ
れ
ば
。
又
五
郎
が
妻
は
そ
ち
が
妹
ぢ
や
な
。
ア
ド
〽
成
程
さ

や
う
で
御
座
る
。
シ
テ
〽
そ
ち
が
妹
な
ら
ば
。
又
五
郎
が
妻
の
容
儀
も
大
方
知
れ

た
。」（
三
）（
大
）
と
、
妻
の
容
姿
を
罪
人
に
問
う
。
罪
人
は
、「
殊
の
美
人
で
あ

る
」（
寛
）（
全
）（
東
）、「
某
に
似
な
い
で
見
様
が
よ
い
」（
六
上
）（
六
）、「
殊

の
外
眉
目
よ
し
」（
三
）（
大
）
と
答
え
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
（
明
）
で
は
「
み
め

が
わ
る
か
ろ
う
」
は
「
器
量
が
悪
い
だ
ろ
う
。」、
テ
キ
ス
ト
（
六
上
）（
六
）
で

は
「
み
ざ
ま
」
は
「
見
た
様
子
。
容
貌
。」
と
解
説
が
あ
る
。『
日
葡
辞
書
』
で
は

「
悪
女
」
は
「
ア
ク
ジ
ョ
。
ア
シ
イ
オ
ン
ナ
。
風
采
の
悪
い
女
。
身
持
ち
の
悪
い

女
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
（
残
）（
渡
）（
越
）
の
テ
キ
ス
ト
に
は
記

載
が
な
い
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
（
大
）
の
み
「
シ
テ
「
合
點
が
ゆ
か
ぬ
ぞ
よ　

ア

ト
「
見
さ
せ
ら
れ
た
ら
手
を
打
た
せ
ら
れ
ま
せ
う
」
と
記
載
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

は
女
房
の
容
姿
を
美
人
と
表
現
し
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
の
「
喧
嘩
ぶ
っ
た
る
罪
人
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
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村
上　

詠
子

「
言
い
争
っ
た
り
、
腕
力
を
用
い
て
争
っ
た
り
す
る
こ
と
。
口
論
や
力
ず
く
で
争

う
こ
と
。
い
さ
か
い
。
あ
ら
そ
い
。」
と
あ
り
、『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
け
ん
か
を

す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
こ
と
ば
と
し
て
「
か
う
け
（
剛
気
・
豪
家
）

ば
っ
た
る
罪
人
」
と
表
現
す
る
の
は
、『
天
正
狂
言
本
』
と
テ
キ
ス
ト
（
謡
）
の

「
高
言
ば
っ
た
る
罪
人
」
を
除
け
ば
そ
れ
以
外
す
べ
て
「
か
う
け
（
剛
気
・
豪
家
）

ば
っ
た
る
罪
人
」
の
表
現
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
剛
氣
ば
つ
た

る
」
は
「
た
け
く
勇
ま
し
い
気
性
。
勇
壮
で
く
じ
け
る
こ
と
の
な
い
意
気
。
心
が

強
く
屈
し
な
い
。」、「
豪
家
」
は
「
高
家
」
に
同
じ
と
し
て
い
て
、「
家
柄
の
良
い

家
。
た
よ
り
と
す
る
権
威
あ
る
も
の
。」。「
高
言
」
は
「
大
言
壮
語
す
る
こ
と
。
自

分
を
誇
り
、
威
張
っ
て
言
う
こ
と
。
ま
た
、
大
げ
さ
な
こ
と
ば
。」
と
あ
る
。
こ
と

ば
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
台
本
の
内
容
の
違
い
は
大
き
い
。

演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、（
東
）「
閻
魔
文
を
ひ
ら
い
て
」

「
そ
ば
へ
行
き
、
い
っ
し
ょ
に
文
を
見
る
。」
と
あ
る
。

七
、
九
品
の
浄
土
へ
送
り
届
け
る

文　
　
　
　
　

体

天
明
寛
全
東
伊
六
上
六
謡
残
渡
三
越
大

此
の
罪
人
を
、
九
品
の
浄
土
へ
送

り
届
け
よ

○

此
の
罪
人
を
、
九
品
の
浄
土
へ
送

り
て
た
べ

○
○
○
○
○

○
○

○

○

閻
魔
王
の
案
内
者
に
て
九
品
の
浄

土
へ
送
り
と
ど
け

○

閻
魔
が
地
獄
へ
帰
る

○

鬼
が
地
獄
へ
帰
る

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

閻
魔
王
は
地
蔵
の
頼
み
に
よ
っ
て
、
罪
人
を
浄
土
へ
送
り
届
け
る
こ
と
に
な

る
。「
此
の
罪
人
を
、
九
品
の
浄
土
へ
送
り
届
け
よ
。」（
天
）、「
此
の
罪
人
を
、
九

品
の
浄
土
へ
送
り
て
た
べ
」（
明
）（
寛
）（
全
）（
謡
）（
残
）（
東
）（
伊
）（
三
）

（
大
）、「
閻
魔
王
の
案
内
者
に
て
九
品
の
浄
土
へ
送
り
と
ど
け
」（
越
）
と
異
な
る
。

（
明
）
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
九
品
の
浄
土
」
は
「
九
つ
に
分
け
ら
れ
た
極
楽
浄
土
。」

と
い
う
解
説
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
九
品
の
浄
土
」
は
「
九
品
」

と
し
て
「
九
種
に
分
け
た
等
級
で
、
上
中
下
の
三
を
、
さ
ら
に
上
中
下
に
三
分
し

た
も
の
。
極
楽
往
生
す
る
者
の
、
能
力
や
性
質
の
差
に
よ
っ
て
受
け
る
九
つ
の
階

位
。」
と
あ
り
、『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
九
品
の
浄
土
」
は
「
ク
ホ
ン
ノ
ジ
ョ
ウ
ド
。

コ
コ
ノ
ツ
ノ
シ
ナ
。
九
つ
階
級
や
栄
光
の
場
所
が
あ
る
と
い
う
ア
ミ
ダ
の
楽
園
。」

で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
は
じ
め
他
の
テ
キ
ス
ト
の
「
此
の
罪
人
を
」
に
対
し
て
、
三

河
本
『
越
佐
地
方
の
鷺
流
狂
言
』
は
「
閻
魔
王
の
案
内
者
に
て
」
と
筋
の
流
れ
に

よ
っ
て
推
測
す
る
の
で
は
な
く
案
内
者
の
記
載
が
あ
る
。（
六
上
）（
六
）
に
は
何

の
表
記
も
な
い
。
無
事
に
罪
人
を
送
り
届
け
た
「
閻
魔
が
地
獄
へ
帰
る
」（
天
）

に
対
し
て
、「「
鬼
が
地
獄
へ
帰
る
」（
明
）（
寛
）（
全
）（
謡
）（
残
）（
渡
）（
東
）

（
伊
）（
三
）（
越
）（
大
）
は
「
鬼
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、（
六
上
）（
六
）
に
は

何
の
表
記
も
な
い
。
閻
魔
を
鬼
と
表
現
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

演
技
上
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、（
明
）「
し
や
う
ぎ
よ
り
つ
き
お

と
す
」「
お
に
し
や
う
ぎ
に
こ
し
を
か
く
る
時
、
ざ
い
人
は
ひ
だ
り
に
ゐ
て
、
つ
え

は
右
の
方
に
も
お
く
、
の
ち
の
仕
廻
は
、
つ
え
に
て
し
ま
ひ
お
さ
む
べ
し
」、（
寛
）

「
ア
ド
、
謡
）（
か
う
け
ば
つ
た
る―

く
。
打
切
ヤ
ア
）「
あ
ら
な
ご
り
お
し
の

―

」、（
全
）「
打
切
や
ア
。」、（
六
上
）（
六
）「
鬼
を
、
罪
人
か
、
突
き
こ
か
し
で
、
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罪
人
は
、
床
机
に
て
拍
子
踏
む
」。
テ
キ
ス
ト
（
六
上
）
で
は
「
お
に
を
ざ
い
人

か
」
罪
人
が
鬼
を
突
き
倒
し
て
床
机
に
座
り
、
座
っ
た
ま
ま
で
足
拍
子
を
ど
ん
と

ふ
む
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。（
六
）「
手
を
取
て
、
廻
つ
て
、
橋
懸
り
へ
や
つ
て
、

鬼
後
に
て
、
仕
留
む
る
也
「　

謡
の
内
に
、
仕
舞
あ
る
べ
し
」、（
残
）「
拍
子
ふ

む
、
シ
テ
の
襟
を
と
ら
へ
て
目
附
柱
の
方
へ
つ
き
の
け
床
机
に
腰
掛
け
る
。
シ
テ

文
を
懐
中
し
、
な
か
へ
と
り
シ
テ
柱
の
方
へ
ア
ド
を
や
り
て
。　

こ
の
上
は
力
な

し

く
（
罪
人
の
手
を
取
っ
て
」「
シ
テ
と
り
足
に
て
大
臣
の
方
へ
行
き
て
」「
ア

ド
の
方
ふ
り
向
く
と
ア
ド
も
向
く
。
二
人
と
も
右
の
手
を
と
り
礼
を
し
て
ア
ド
は

先
へ
楽
屋
に
入
る
。
シ
テ
は
シ
テ
柱
ま
で
来
て
。
シ
テ
後
の
あ
ら
名
残
り
惜
し
や

と
て
手
を
き
り
か
へ
し
罪
人
や
と
て
手
を
出
し
開
き
地
獄
に
帰
り
け
る
と
上
下
を

し
て
シ
テ
柱
の
方
へ
飛
ん
で
止
め
る
。
シ
テ
ア
ド
の
手
を
取
り
九
品
の
浄
土
へ
送

り
つ
け
て
と
脇
座
の
方
へ
ア
ド
を
置
き
て
シ
テ
柱
の
方
へ
と
り
足
し
て
来
て
立
返

り
と
手
を
出
し
兩
人
礼
し
て
手
に
て
さ
し
廻
し
ア
ド
を
橋
掛
へ
や
り
小
廻
り
し
て

前
へ
出
で
開
き
シ
テ
柱
の
方
へ
一
つ
飛
ん
で
止
め
る
。
ア
ド
道
行
八
尾
の
里
を
立

ち
出
で
て
足
に
ま
か
せ
て
行
く
程
に
六
道
の
辻
に
付
き
に
け
り
合
す
る
。
シ
テ
厚

板
狂
言
袴
く
く
り
、
厚
板
、
唐
織
、
鬼
頭
巾
、
面
、
腰
桶
、
地
謡
出
る
。
作
物
奉

書
師
紙
、
竹
杖
二
本
、
又
罪
人
鬼
の
襟
を
取
つ
て
目
附
柱
の
方
へ
や
り
腰
掛
謡
に

合
は
せ
て
罪
人
の
手
を
取
り
大
臣
柱
の
方
へ
よ
り
、
と
り
足
し
て
シ
テ
柱
へ
来
て

ふ
り
向
い
て
手
を
出
し
互
い
に
礼
を
し
て
罪
人
の
後
よ
り
右
の
手
開
き
て
シ
テ
柱

の
方
へ
罪
人
と
も
に
さ
し
ま
は
し
シ
テ
柱
に
て
前
書
の
通
り
止
め
る
な
り
。」「
ハ

ア
ト
シ
テ
ヲ
見
乍
ヒ
ザ
ヲ
立
石
ノ
ユ
ビ
ニ
テ
鼻
ヲ
サ
ス
」、（
渡
）「
両
ノ
ウ
デ
マ
ク

リ
シ
テ
腰
ニ
ア
テ
キ
メ
ル
」「
シ
テ
ヲ
付
ノ
ケ
テ
床
机
ニ
カ
ヽ
ル
」、（
東
）「
罪
人

は
閻
魔
を
突
き
と
ば
し
て
、
腰
桶
に
腰
掛
け
る
」「
閻
魔
は
常
座
で
起
き
て
座
る
」

「
し
ば
ら
く
前
に
切
戸
よ
り
出
て
、
舞
台
後
方
に
す
わ
っ
て
い
た
地
謡
が
、
あ
と
を

引
き
取
っ
て
謡
い
出
す
。
こ
の
少
し
前
ご
ろ
か
ら
、
小
鼓
・
大
鼓
が
囃
す
」「
罪
人

を
つ
れ
て
脇
座
へ
行
く
。
罪
人
は
終
り
ま
で
脇
座
に
立
つ
」「
常
座
へ
行
き
」「
ま

た
脇
座
へ
行
っ
た
後
」「
常
座
で
舞
い
と
め
る　

閻
魔
・
罪
人
の
順
に
退
場
。
地

謡
も
切
戸
よ
り
退
場
」、（
三
）「
シ
テ
を
突
き
落
と
し
て
。
ア
ド
腰
を
か
け
る
。」、

（
大
）「
シ
テ
を
脇
座
へ
つ
き
落
と
す
シ
テ
こ
け
て
脇
に
て
起
上
る
ア
ド
床
机
に
こ

し
か
け
る
」「
シ
テ
を
脇
座
へ
つ
き
落
と
す
シ
テ
こ
け
て
脇
に
て
起
上
る
ア
ド
床

机
に
こ
し
か
け
る
」「
ア
ト
は
樂
屋
へ
入
る
シ
テ
名
の
り
座
へ
來
り
正
面
さ
し
引

て
留
拍
子
二
つ
ふ
む
」
で
あ
る
。

演
技
の
詳
細
は
、
閻
魔
王
と
罪
人
の
出
会
い
か
ら
九
品
へ
送
り
届
け
る
あ
た
り

や
、
閻
魔
が
地
獄
へ
帰
る
ま
で
な
ど
に
多
く
な
る
。
中
央
で
演
じ
ら
れ
た
も
の
よ

り
、
地
方
で
生
き
抜
い
た
鷺
流
狂
言
に
人
間
的
な
心
の
奥
深
い
部
分
の
面
白
さ
を

感
じ
る
。

Ⅳ
．
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
な
表
現
的
な
部
分
や
演
技
上
の
指
示
項
目
を
比
較
す
る
と
、
地
方

に
流
れ
生
き
抜
い
た
狂
言
に
は
人
間
的
な
本
質
を
感
じ
る
。
狂
言
は
即
興
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
、
流
動
す
る
社
会
の
時
代
を
つ
か
む
こ
と
で
現
代
化
さ
れ
、
能
と
は

異
な
り
「
笑
い
」
の
存
在
を
見
出
し
狂
言
の
中
で
生
か
さ
れ
成
立
し
て
い
っ
た
。

「
亥
（
註
六
）

刻
諸
奉
公
衆
風
流　

広
橋
へ
見
物　

入
破
く
れ
は
有
之　

種
々
一
物
狂

言
也　

罷
向
見
物
了
」（『
言
継
卿
記
』）

「
今
（
註
七
）有
従
大
覚
寺
殿
武
家
御
所
へ
風
流
御
返
有
の
云
　々

仍
広
橋
亜
相
・
予
・

内
蔵
頭
等
令
同
道　

酉
下
刻
参　

妙
覚
寺
見
物
了　

亥
刻
帰
宅
了　

築
地
杵
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村
上　

詠
子

躍　

若
衆
躍
ニ
西
王
母
・
唐
船
・
高
砂
入
破
三
番　

狂
言
二
番
等
有
之　

頂

灯
呂
七
八　

十
有
之
」（『
言
継
卿
記
』）

と
記
載
さ
れ
た
よ
う
に
、
狂
言
は
能
の
楽
曲
構
成
・
演
出
・
速
度
な
ど
の
三
段
階

の
序
・
破
・
急
の
「
破
」
に
当
た
る
。
物
事
の
構
成
の
は
じ
め
と
中
間
と
お
わ
り

の
部
分
の
入
破
を
踊
り
と
し
て
そ
の
合
間
に
狂
言
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

仕
舞
と
狂
言
と
踊
り
は
、

「
け
（
註
八
）ふ
も
御
つ
し
つ
く　

六
ち
ゃ
う
の
ま
ち
の
人
数
か
な
へ
殿
わ
き
つ
く　

し
ま
い
あ
り　

ふ
え
は
は
た
野
と
申
物
ふ
く　

大
こ
ま
ん
五
郎　

大
つ
ゝ
み

こ
つ
ゝ
み
し
や
う
た
お
と
ゝ
い　

新
さ
い
け
の
物
二
つ
き
や
う
け
ん
す
る　

つ
し
つ
き
て　

大
は
ん
と
こ
ろ
の
御
ま
へ
に
て
お
と
る
」（『
御
湯
殿
の
上
の

日
記
』）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
江
（
註
九
）

戸
黄
門
へ
罷
向　

ヤ
ヤ
コ
ヲ
ト
リ　

狂
言
等
有
之　

見
物
了
」（『
言
経

卿
記
』）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
風
（
註
一
〇
）流
踊
り
の
時
代
か
ら
あ
り
踊
り
の
間
に
狂
言

を
演
じ
る
構
成
は
す
で
に
で
き
て
い
た
と
言
え
る
。
一
番
古
い
千
本
閻
魔
堂
の
大

念
仏
狂
言
『
洛
（
註
一
一
）中

洛
外
図
』
に
は
、
上
手
に
閻
魔
大
王
が
床
机
に
座
し
、
首
を
縄

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
亡
者
が
、
鬼
に
引
き
出
さ
れ
た
所
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は

「
焔
（
註
一
二
）魔
堂
念
仏
曲
共
」（『
言
経
卿
記
』）
に
も
記
録
が
あ
る
。

「
三
（
註
一
三
）
月
一
四
日
よ
り
廿
四
日
ま
で
大
念
仏
を
お
こ
な
ひ
て　

壬
生
の
里
人　

猿
・
閻
魔
な
ど
と
い
ふ
狂
言
を
な
し　

京
中
の
貴
賤
詣
た
り
」（『
菟つ

芸ぎ

泥ね

赴ふ

』）
と

あ
る
。

地
獄
劇
は
早
く
か
ら
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
、
地
獄
は
山
中
に
存
在
し
た
。
深
山
は
祖
霊
が
行
く
他
界
で
あ
り
、
地
獄
と

極
楽
が
そ
こ
に
存
在
し
た
の
は
末
法
思
想
が
そ
の
根
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
平
安

時
代
末
期
に
起
こ
っ
た
天
変
地
異
は
、
人
間
の
精
神
を
崩
壊
さ
せ
無
常
世
界
へ
と

人
々
の
精
神
を
追
い
落
と
し
た
。

人
間
界
の
絶
望
は
人
間
性
の
破
壊
に
よ
っ
て
現
世
で
は
な
く
来
世
に
浄
土
を
求

め
た
念
仏
信
仰
に
変
わ
る
。
保
元
・
平
治
の
乱
に
始
ま
っ
た
権
力
争
い
は
血
肉

を
分
け
た
戦
い
と
な
り
、
そ
の
殺
戮
は
阿
修
羅
と
変
わ
り
世
の
終
わ
り
の
象
徴
と

な
っ
た
。
そ
の
苦
汁
の
中
で
再
び
人
間
性
を
呼
び
お
こ
し
た
の
が
、
現
世
の
地
獄

と
来
世
の
浄
土
と
言
う
鬼
も
の
、
閻
魔
も
の
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

狂
言
の
鑑
賞
は
流
派
が
所
属
す
る
台
本
の
言
語
表
現
の
違
い
や
演
技
の
違
い
に

よ
り
、
演
目
の
持
つ
「
お
か
し
」
が
違
う
。
今
回
の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
は
「
さ
ひ

人
」
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
狂
言
の
言
語
表
現
や
行
動
形
態
の
違
い
に
よ
り
一
つ
の

演
目
が
い
く
つ
も
の
「
お
か
し
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
個
人
的
に
は
、

こ
の
よ
う
な
愛
嬌
の
あ
る
閻
魔
に
魅
か
れ
る
。

【
註
】

（
註
一
） 『
看
聞
日
記
』
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
後
崇
光
院
）
一
四
二
四
（
応
永
三
一
）

年　

三
月
一
一
日
条

（
註
二
）『
大
蔵
虎
明
本
』
大
蔵
虎
明
執　

一
六
四
二
（
寛
永
一
九
）
年

（
註
三
）
　

 
天
理
本
『
狂
言
六
義
』
山
脇
和
泉
守
元
宜
と
養
子
の
元
永
執　

一
六
四

六
（
正
保
三
）
年

（
註
四
）『
享
保
保
教
本
』
伝
右
衛
門
家
の
三
世
保
教
執　

一
七
二
四
（
享
保
九
）
年

（
註
五
） 『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
四
巻
狂
言　

藝
能
史
研
究
会
編　

一
九
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中
世
芸
能
「
狂
言
」

七
五
年

（
註
六
）『
言
継
卿
記
』
山
科
言
継　

天
文
二
一
年
七
月
二
〇
日

（
註
七
）『
言
継
卿
記
』
山
科
言
継　

永
禄
二
年
七
月
二
〇
日

（
註
八
）『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
御
所
仕
女
官　

天
正
五
年
三
月
二
〇
日

（
註
九
）『
言
経
卿
記
』
山
科
言
経　

文
禄
四
年
六
月
一
三
日

（
註
一
〇 

）「
風
流
踊
」、「
風
流
」
と
は
、
室
町
時
代
に
流
行
し
た
中
世
芸
能
の
ひ

と
つ
で
、
鉦
・
太
鼓
・
笛
な
ど
囃
し
も
の
の
器
楽
演
奏
や
小
歌　

に
合
わ

せ
て
様
々
な
衣
装
を
着
た
人
び
と
が
群
舞
す
る
踊
り
で
あ
る
。

（
註
一
一
）『
洛
中
洛
外
図
』
狩
野
永
徳
筆　

一
六
世
紀
中
頃
（
永
禄
記
前
半
）

（
註
一
二
）『
言
継
卿
記
』
山
科
言
継　

永
禄
二
年
三
月
八
日

（
註
一
三
）『
菟
芸
泥
赴
』
北
村
李
吟　

一
六
八
四
（
貞
亨
元
）
年

【
参
考
文
献
】

・『
大
蔵
虎
明
本
』
大
蔵
虎
明
執　

一
六
四
二 

（
寛
永
一
九
）
年

・『
大
蔵
虎
寛
本
』
大
蔵
虎
寛
執　

一
七
九
二
（
寛
政
四
）
年

・
大
蔵
流
『
狂
言
全
集
』
岩
波
古
典
文
学
大
系

・
山
本
東
本
『
狂
言
集
』
岩
波
古
典
文
学
大
系

・
和
泉
流
『
和
泉
流
狂
言
大
成
』
大
正
六
年

・
和
泉
流
『
狂
言
三
百
集
下
』
富
山
房
百
科
文
庫
〈
第
三
四,

三
五
〉 

野
々
村 

戒
三

安
藤 

常
次
郎　

一
九
三
八
年

・
鷺
流
『
謡
曲
文
庫
』
一
九
二
八
年

・『
山
口
に
残
存
す
る
鷺
流
狂
言
』
一
九
五
四
年

・『
佐
渡
鷺
流
狂
言
』
一
九
八
四
年
指
定

・
三
河
本
『
越
佐
地
方
の
鷺
流
狂
言
』
一
九
八
四
年
指
定

・
天
理
本
『
狂
言
六
義
』
山
脇
和
泉
守
元
宜
と
養
子
の
元
永
執　

一
六
四
六
（
正

保
三
）
年

・
天
理
本
『
狂
言
六
義
全
注
』　
『
大
蔵
虎
明
本
』
と
同
じ
時
期
に
対
峙
す
る
形
で

成
立
し
た
台
本

・『
能
間
狂
言
全
書
』
伊
藤
喜
一
郎
編　

一
九
一
八
年

【
参
考
資
料
】

・『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
中
世
文
学
研
究
叢
書
５　

橋
本
朝
生
著　

若
草
書

房　

一
九
九
七
年

・『
天
正
狂
言
本
全
釈
』
金
井
清
光　

風
間
書
房　

一
九
八
九
年

・『
天
正
狂
言
本　

本
文
・
総
索
引
・
研
究
』
山
内
弘
編
著　

笠
間
書
房　

一
九
九

八
年

・『
新
版
能
狂
言
事
典
』
西
野
春
雄　

羽
田
昶
著　

平
凡
社　

一
〇
一
一
年

・『
日
本
国
語
大
辞
典
』
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編　

小
学
館　

一
九
八
〇
年

・『
日
葡
辞
書
』
土
井
忠
生　

森
田
武　

長
南
実
編
訳　

岩
波
書
店　

一
九
八
〇
年


